
 地域の安心、安全を守る消防団員は年々減少し、現在では３００人を割ろうとしています。それに加えて社会経

済の進展により、産業構造や就業形態が変化し、消防団員の約７割が被雇用者となっている状況です。このため流

山市では消防団員が入団しやすく、しかも活動しやすい環境を作るために、事業所の一層の理解と協力を得ること

が必要です。そこで平成１９年９月１日から【流山市消防団協力事業所表示制度】を設けました。  

 
 
そ し て 、こ の 申 請 書 で

「 消 防 団 協 力 事 業 所 」

に 認 定 し て も ら お

う ！  

消 防 団 活 動 へ の 協 力 を 通 じ

て 、 社 会 に 貢 献 し よ う ！  
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 消 防 本 部 は 、 事 業 所
の 協 力 内 容 を 確 認  

 

 
 申 請  
又 は  
推 薦   申 請  

消 防 団 活 動 の メ ニ ュ ー

化 を 図 り 、 事 業 所 へ 提

示 ･ ･ ･ 協 力 事 業 所 の 勧

誘  

 要 綱 等 で 認 定  
基 準 等 を 整 備  

消 防 団 活 動 を 通 じ て  
社 会 に 貢 献  

 
消 防 団 協 力 事 業

所 の 表 示 マ ー ク

を 自 社 H P で 公 開  
 消 防 団 協 力 事 業 所 と し て 認定 を 受 け 、 社 会 貢 献 し て い

る ん だ ! !  
⇒ イ メ ー ジ ア ッ プ ！  

 株 主 ・ 取 引 銀 行 ・ 住 民・ 顧 客 等  

 

 
 【消防団協力事業所】イメージ図 

●制度の概要● 

勤務時間中の消防団活動への便宜や

従業員に入団を勧めた事業所。災害

時には事業所の資機材等を提供した

り、地域防災に貢献する事業所に対

して、消防団協力事業所と認定し、

表示証を交付する制度です。  

 これにより、事業所の信頼性や地

域防災体制の一層の充実を高めよう

とするものです。  

 なお、表示証は事業所の見やすい

場所に掲示して頂くだけでなく、パ

ンフレットやポスターまた、名刺な

どに掲示して頂くことも可能です。

     
☆問い合わせ先☆  

消防本部  消防総務課  

Tel 7158-0299 


